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衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
児
童
・
生
徒
が
少
な
い
地
域
に
お
け
る
小
中
学
校
教
育
の
体
制
確
保
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
八
条
等
に
お
い
て
、
市
（
特
別
区
を
含
む
。
）
町
村
は
小
学

校
及
び
中
学
校
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
国
と
し
て
は
、
全
て
の
国
民
に
地
域
格
差
な
く
一

定
水
準
の
教
育
を
保
障
す
る
た
め
、
学
校
の
設
備
、
編
制
等
に
関
す
る
設
置
基
準
を
定
め
る
ほ
か
、
公
立
の
小
学
校
及
び
中

学
校
等
の
施
設
を
整
備
す
る
た
め
の
費
用
や
教
職
員
の
給
与
等
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
負
担
す
る
等
の
一
定
の
責
務
を
有

す
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

中
央
教
育
審
議
会
初
等
中
等
教
育
分
科
会
が
平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
六
日
に
取
り
ま
と
め
た
「
今
後
の
学
級
編
制
及
び

教
職
員
定
数
の
改
善
に
つ
い
て
（
提
言
）
」
に
お
い
て
は
、
公
立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
の
複
式
学
級
の
学
級
編
制
の
標
準

に
つ
い
て
、
「
複
式
学
級
の
指
導
上
の
困
難
性
か
ら
、
そ
の
解
消
あ
る
い
は
学
級
編
制
の
標
準
の
引
下
げ
の
要
望
が
強
く
寄

せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
児
童
生
徒
数
が
少
な
い
小
規
模
校
に
お
い
て
も
、
学
校
と
し
て
果
た
す
べ
き
機
能
を
維
持
し
て
い

一



く
た
め
に
一
定
の
教
職
員
配
置
が
必
要
と
の
指
摘
も
あ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
複
式
学
級
の
学
級
編
制
の
標
準
を
引
き
下

げ
る
必
要
が
あ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
受
け
て
、
文
部
科
学
省
が
同
年
八
月
二
十
七
日
に
策
定
し
た
「
新
・
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
教
職
員
定
数
改
善
計

画
（
案
）
」
（
以
下
「
計
画
案
」
と
い
う
。
）
に
、
公
立
の
小
学
校
の
複
式
学
級
に
係
る
学
級
編
制
の
標
準
の
引
下
げ
及
び

公
立
の
中
学
校
の
複
式
学
級
の
解
消
に
つ
い
て
盛
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
公
立
の
中
学
校
に
つ
い
て
複
式
学
級
の
解
消
と

し
た
の
は
、
小
学
校
と
比
べ
て
学
習
内
容
が
高
度
化
し
、
生
徒
指
導
の
困
難
性
も
高
ま
る
な
ど
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

計
画
案
に
よ
る
公
立
の
小
学
校
の
う
ち
複
式
学
級
に
係
る
学
級
編
制
の
標
準
の
引
下
げ
の
対
象
と
な
る
学
校
数
は
、
約
七

百
七
十
校
、
公
立
の
中
学
校
の
う
ち
複
式
学
級
の
解
消
の
対
象
と
な
る
学
校
数
は
、
約
二
百
七
十
校
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

計
画
案
に
よ
る
公
立
の
小
学
校
の
複
式
学
級
に
係
る
学
級
編
制
の
標
準
の
引
下
げ
及
び
公
立
の
中
学
校
の
複
式
学
級
の
解

消
に
必
要
な
教
職
員
の
給
与
等
に
要
す
る
費
用
は
、
国
が
約
三
十
億
円
、
都
道
府
県
が
約
六
十
億
円
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

二



計
画
案
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
度
に
お
い
て
、
公
立
の
小
学
校
の
第
一
学
年
及
び
第
二
学
年
の
学
級
編
制
の
標
準

を
そ
れ
ぞ
れ
三
十
五
人
に
引
き
下
げ
、
平
成
二
十
四
年
度
に
お
い
て
、
公
立
の
小
学
校
の
第
三
学
年
の
学
級
編
制
の
標
準
を

三
十
五
人
に
引
き
下
げ
る
と
と
も
に
、
公
立
の
小
学
校
の
複
式
学
級
に
係
る
学
級
編
制
の
標
準
の
引
下
げ
及
び
公
立
の
中
学

校
の
複
式
学
級
の
解
消
を
実
施
す
る
な
ど
と
し
て
い
た
が
、
平
成
二
十
三
年
度
予
算
の
編
成
過
程
に
お
い
て
は
、
公
立
の
小

学
校
の
第
一
学
年
の
学
級
編
制
の
標
準
を
三
十
五
人
に
引
き
下
げ
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
余
の
計
画
案
は
実
現
し

な
か
っ
た
。

ま
た
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
及
び
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
十
九
号
。
以
下
「
一
部
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第

一
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年

法
律
第
百
十
六
号
）
に
よ
り
、
新
た
に
、
専
門
的
な
知
識
又
は
技
能
に
係
る
教
科
等
（
小
学
校
の
教
科
等
に
限
る
。
）
に
関

し
専
門
的
な
指
導
（
以
下
「
専
門
的
指
導
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
る
場
合
や
、
障
害
の
あ
る
児
童
又
は
生
徒
に
対
す
る
特

別
の
指
導
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
障
害
の
あ
る
児
童
又
は
生
徒
に
対
す
る
指
導
体
制
の
整
備
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て

特
別
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
事
情
（
以
下
「
特
別
事
情
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
、
教
職
員
の
定
数
の
算
定
に
係
る

三



加
算
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
ほ
か
、
一
部
改
正
法
附
則
第
二
項
に
お
い
て
、
「
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
、
豊
か

な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
上
で
義
務
教
育
水
準
の
維
持
向
上
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑

み
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
・
・
・
に
お
け
る
教
育
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
学
校
の
学
級
規

模
及
び
教
職
員
の
配
置
の
適
正
化
に
関
し
、
公
立
の
小
学
校
の
第
二
学
年
か
ら
第
六
学
年
ま
で
及
び
中
学
校
（
中
等
教
育
学

校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
に
係
る
学
級
編
制
の
標
準
を
順
次
に
改
定
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
つ
い
て

検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
」
と
さ
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
三
年
六
月
か
ら
文
部
科
学
省
の
「
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
規
模
及
び
教
職
員
配
置

の
適
正
化
に
関
す
る
検
討
会
議
」
に
お
い
て
検
討
を
行
っ
た
上
、
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
の
概
算

要
求
に
お
い
て
、
公
立
の
小
学
校
の
第
二
学
年
の
学
級
編
制
の
標
準
を
三
十
五
人
に
引
き
下
げ
る
と
と
も
に
、
専
門
的
指
導

が
行
わ
れ
る
場
合
や
特
別
事
情
等
が
あ
る
場
合
に
行
わ
れ
る
教
職
員
の
定
数
の
算
定
に
係
る
加
算
に
必
要
な
教
職
員
の
給
与

等
に
要
す
る
費
用
を
計
上
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
公
立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
の
複
式
学
級
の
学
級
編
制
の
標
準
の
見

直
し
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
引
き
続
き
検
討
を
行
い
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

四


